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※本資料では、第３回策定委員会でお示しした案から変更した

部分について、見え消しや下線で表記しています。 
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第６次豊川市総合計画 

その他の計画 

＜包括的な計画＞ 

豊川市人口ビジョン 

豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略  

豊川市シティセールス戦略プラン 

とよかわ市民協働推進計画 

豊川市行政経営改革プラン 

＜分野別の計画＞ 

とよかわ文化芸術創造プラン 

豊川市子ども・子育て支援事業計画 

豊川市障害者福祉基本計画 

豊川市多文化共生推進プラン 

など  

 

 

連携 

教育委員会の計画 

 
第３期豊川市 

教育振興基本計画 
（教育基本法第１７条第２項の規定に基づく計画） 

 

豊川市生涯学習推進計画 

豊川市スポーツ振興計画 

豊川市図書館基本計画 

豊川市子ども読書活動推進計画 

   など 

整合 
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 配布数 有効回答数 有効回答率 

一般市民 2,000 通 914 通 45.7％ 

児童生徒 1,135 通 1,123 通 98.9％ 

※ アンケート調査の回答は、各質問の回答数を基礎とした百分率で示しており、小数点以下第２位

を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％にならない場合があります。 
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② 道徳教育の充実    （P22） 

① 家庭教育・子育ての支援    （P20） 

③ 人権教育・多様性理解の推進    （P23） 

④ いじめ・不登校などへの対応    （P24） 

⑤ 学校における体験活動の充実    （P25） 

⑥ 読書活動の推進    （P26） 

⑦ 子どもの体づくりの推進    （P27） 

⑤ 文化遺産の継承と新たな文化の創造  （P42） 

① 楽しくわかる授業の実践    （P28） 

② 英語教育の推進    （P29） 

③ 理数教育の推進    （P30） 

④ １人１台端末配備による教育の充実    （P31） 

⑤  （P32） 

⑥ （P33） 

⑦ 配慮が必要な児童生徒への対応の充実  （P34） 

⑧ 進路指導の充実  （P35） 

⑨  （P36） 

① 生涯学習の振興    （P38） 

② 生涯の健康を支える力の育成  （P39） 

③ 生涯スポーツの振興  （P40） 

④ 図書館サービスの充実  （P41） 

① 児童生徒の安全・安心の確保  （P43） 

② 開かれた学校づくりを目指す教育活動  （P45） 

③ 学校教育環境の整備  （P46） 

④ 地域教育力の向上支援  （P47） 

⑤ スポーツ環境の整備  （P48） 

⑥ 生涯学習環境の整備  （P49） 

⑦ 読書環境の充実  （P50） 

⑩ 教職員のさらなる資質の向上  （P37） 

⑧ 学校における働き方改革  （P51） 

⑨ 将来を見据えた学校施設の整備  （P52） 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
家庭教育活動の支援 

＜生涯学習課・関係機関＞ 

親と子が絆を深め、安らぎを得られる家庭を築けるよ
う、各小学校区青少年健全育成推進協議会（＊）への助成
などにより、学校・家庭・地域が連携した家庭教育に関
する講演会や講座、三世代交流事業などの取組を支援
します。 

２ 

親子参加の講座など

の開催 

＜生涯学習課・保健センター・

関係各課＞ 

家庭教育に関する意識啓発のため、地域生涯学習講座
やとよかわオープンカレッジ（＊）の親子向け講座、子
どもセンター事業（＊）の親子ふれあい工房、保健セン
ター主催の子育て教室を通じて、親子のふれあいや学
びの機会を提供します。 

３ 

幼児教育研究会の開

催 

＜学校教育課・保育課＞ 

幼児期教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、保
護者や教職員、保育士が参加する幼児教育研究会を開
催し、授業や保育の公開、協議会や講演会の実施、小
学校教職員による幼稚園や保育園などへの参観を通
じた情報交換などを行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

４ 

連携 

乳幼児期における母子・

父子からの保護者へ

の支援 

＜保健センター＞ 

１歳からの子育て安心教室では、幼児期のいやいや期の対応を保護者

が学ぶことを目的に教室を実施します。また、幼児健康診査や歯科健

康診査の際に、子どもの身体的・精神的な発育の状態を捉え、育てに

くさを感じる親に寄り添う継続的な支援を行います。 

子どもが健やかに育つための生活習慣づくり（心の健
康・食育・歯と口の健康など）を保護者が学べる機会
として、乳幼児期から子どもの成長発達に合わせた教
室・講座などを実施します。また、乳幼児健康診査や
歯科健康診査の際に、子どもの身体的・精神的な発育
の状況を捉え、保護者に寄り添う継続的な支援を行い
ます。 

５ 

連携 

子育てへの支援・

相談の実施 

＜保健センター・子育て

支援課・保育課＞ 

子育てに関する様々なニーズに対応するため、保健セ
ンターや子育て支援センター、児童発達相談センター
（＊）、保育園、児童館などで、子どもの健やかな育ちや
養育力の向上などの子育て相談を行うとともに、子育
てに関する情報交換、遊びを通した友達づくりや親と
子の交流などを支援します。また、ファミリー・サポ
ート・センター（＊）事業により、子どもの世話の手助
けをし、保護者の仕事と育児の両立及び児童の福祉の
向上に取り組みます。 

６ 

連携 

放課後児童クラブの
充実 
＜子育て支援課＞ 

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童を対
象に、授業終了後における遊びや生活の場を確保し、
その健全な育成を支えるため、校舎や児童館などを利
用して実施する放課後児童クラブ（＊）を充実します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

「特別の教科道徳」

を核にした道徳教育

の推進 

＜学校教育課＞ 

「考える道徳・議論する道徳」を通して、児童生徒
の道徳心が高まるよう、授業実践に力を入れていき
ます。また、研修会を通じて実践の成果を広く啓発周
知するとともに、研究実践校の取組をの共有したりし

てなどにより、各校での授業の充実を目指します。 

２ 

学校・家庭・地域・学

校の連携による開か

れた道徳教育の推進 

＜学校教育課＞ 

児童生徒の「思いやりの心」を育てるため、地域の
人々や保護者に道徳の授業を公開するとともに、地
域清掃や地域交流活動など、地域や家庭と連携した
学校行事を行います。 

3 

体験活動を通した

道徳性の育成 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

児童生徒が様々な体験を通して、協力や他者への理
解、自立心、自律性を身につけられるよう、参加体
験的な学習機会を提供するとともに、世代間交流や
異学年交流などのふれあいの機会をの設定したりして

などにより、体験活動の充実に取り組みます。 
 

  



 
23 

 

 

 

No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

豊川市小中学校人権

教育研究会の充実 

＜学校教育課＞ 

人権教育の充実を図るため、豊川市小中学校人権教
育研究会（＊）で「人権尊重の意識を高める教育活動」
を研究テーマとして設定し、各小中学校で実践しま
す。また、授業内容や教材を研究紀要にまとめ、有
効活用します。 

２ 

教育活動全体を通し

て行う人権教育・多

様性理解の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

児童生徒が様々な人権や多様性への理解を自らの
問題として考え、判断力や実践力を身につけられる
よう、各小中学校で発達段階に応じた人権教育を進
めます。12 月の人権週間（＊）には、すべての小中学
校で人権に関する授業や講話、映画鑑賞などを行い
ます。 

３ 

人権に関する講座・

研修会への教職員の

参加 

＜学校教育課＞ 

各小中学校の人権教育の質的な向上を図るため、教
職員の人権に関する研修会への参加を支援し、研修
内容の伝達の機会を設けます。また、研究指定校な
どの実践や研究成果をすべての小中学校で共有し、
人権教育の充実に向けて取り組みます。 

４ 

連携 

人権尊重意識の啓発 

＜人権交通防犯課＞ 

すべての市民が人権意識を高め、差別や偏見のない
暮らしを実現できるよう、イベントや人権週間など
様々な機会を活用した啓発活動に取り組みます。ま
た、市内小中学校が実施する人権啓発活動に対して
講師を派遣し、将来を担う子どもたちに、相手を思
いやる心を育て、人権尊重の意識の高揚啓発に取り
組みます。 

５ 

連携 

障害者の権利擁護に

関する取組の実施 

＜福祉課＞ 

障害や障害者に対する理解促進に向けた活動や市
民向け講座などを通じ、障害者差別解消法（＊）や成年
後見制度（＊）などの周知を行い、障害者の権利擁護に
関する意識啓発に取り組みます。また、改正障害者
差別解消法による企業の合理的配慮の提供義務化
に合わせ、企業などへも講演などを通じて周知しま
す。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

早期発見・早期対応

に向けた取組の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

いじめや不登校に関する早期の対応を図るため、「い
じめ相談窓口（＊）」において子どもからの電話相談に
対応します。また、全すべての小中学校におけるいじ
めや不登校の状況把握を行い、早期発見・早期対応
のための取組を進めます。 

２ 

臨床心理士などによ

る教育相談の充実 

＜学校教育課・保育課＞ 

不安や悩みを抱える幼児、子どもへのより良い対応
を図るため、臨床心理士が、こころの相談室「ゆず
りは（＊）」において、保護者への教育相談にあたると
ともに、小中学校や保育園への巡回相談などを行い
ます。また、小学校に「ハートフル相談員（＊）」を巡
回させ、相談活動の充実に取り組むとともに、スク
ールソーシャルワーカー（＊）を活用した相談体制の
整備を進めます。 

３ 

豊川市不登校対策委

員会の取組の推進 

＜学校教育課＞ 

不登校児童生徒の理解を深め、対応ができるよう、
豊川市不登校対策委員会（＊）が中心となり、全すべて
の小中学校の不登校対策委員や臨床心理士、適応指
導教室（＊）指導員の連携を強化します。また、教職員
の夏季全体研修会や中学校区ごとのブロック別研修
会を企画運営するとともに、不登校対策委員会が提
案する「不登校小中連携支援シート（＊）」、「魅力ある
学校づくりＰＤＣＡシート（＊）」を活用した未然防止
などに取り組みます。 

４ 

適応指導教室「さく

らんぼ」における支

援 

＜学校教育課＞ 

不登校、または、その傾向にある児童生徒が学校生
活になじめるよう、適応指導教室「さくらんぼ」が
学校や保護者、関係機関と連携し、集団生活への適
応や自立に向けた支援を行います。 

５ 

連携 

要保護児童対策地

域協議会の開催 

＜子育て支援課＞ 

虐待を受けている子どもなどの早期発見や適切な保
護、支援を図るため、関係機関による協議会を設置
し、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容、
役割分担などに関する協議を行います。また、児童
虐待防止のための啓発にも取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

異年齢との交流活動

の実施 

＜各小中学校＞ 

児童生徒が思いやりの心や社会性を身につけられる
よう、小学校では、１年生と６年生でペアになった
り、異学年でグループになったりして、遊びや掃除、
遠足の時間をともにする活動を行います。中学校で
は、異学年集団がともに行事を運営する機会を設け
ます。 

２ 

人や社会とのかかわり

関わり方を考える体

験活動の実施 

＜学校教育課・福祉課・保健

センター＞ 

社会で求められる仲間とのコミュニケーション能力や自立心、主体

性、協調性、責任感、創造力、異なる他者と協働する能力などを育む

よう、児童生徒がそれぞれの立場や心情を思いやり、
互いに支えあうことの大切さを考えることができる
ような教育活動を創造していくことが重要です。高
齢者や外国人との交流を実施するとともに、「赤ちゃ
んふれあい体験」や「福祉実践教室」などの体験活
動を実施します。 

３ 

文化的行事・宿泊的

行事の実施 

＜学校教育課＞ 

児童生徒の個性を伸ばし、感動する体験を大切にす
る教育の実践と、各教科における教職員の専門性の
向上を図るため、小中学校音楽祭会や各種作品展な
ど、学校教育における学習成果を発表する文化的行
事を実施します。また、小学校 5 年生では、「きららの

里野外活動」で、大自然の中でしか味わうことのできない貴重な体

験を通して、自然への畏敬の念はもちろん、仲間との絆づくりなど

にもつながる宿泊的行事を実施します。大自然の中でしか味
わうことのできない貴重な体験を通して、自然への
畏敬の念はもちろん、自立心、主体性、協調性、責
任感、創造力などを育むため、「きららの里野外活動」
を実施します。 

４ 

連携 
ふるさと教育の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

自分のふるさとを誇りに思い、尊重する態度を育む
ため、三河国分尼寺跡史跡公園や豊川海軍工廠平和
公園を活用した体験的な地域学習、地元の自然や産
業、ゆかりのある人物などに密着した探究学習など
を行います。 

５ 

連携 

子どもの文化芸術

体験機会の提供 

＜文化振興課・各小中学校＞ 

児童生徒が優れた文化芸術に親しみ、豊かな心や創
造性を育むことができるよう、芸術家が各小中学校
に出向いてのアウトリーチ事業（＊）などにより、普段
触れることのできない文化芸術の体験機会の提供に
取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
朝の読書活動の実施 

＜各小中学校＞ 

児童生徒が本に慣れ親しむ機会を充実するため、小
中学校では、朝の会を始める前の時間などを活用
し、各自で準備した本を読んだり、学校図書館ボラ
ンティアや教職員が読み聞かせを行ったりする活
動に取り組みます。 

２ 

学校図書館巡回司書

の配置 

＜学校教育課＞ 

学校図書館の環境整備や読書活動の推進のため、学
校図書館巡回司書を配置し、読み聞かせや読書相談
などを行います。また、巡回司書が各小中学校の司
書教諭や図書館主任と連携し、図書の整理や利用指
導、学習資料の掲示を行ったり、授業に参加したりし

てするなどの取組を進めます。 

３ 

「マイブックプロジ

ェクト」の推進 

＜中央図書館・各中学校＞ 

読書に親しむ機会とニーズに合った学校図書を充
実するため、中学校２年生が、中央図書館の提供に
よる図書購入券を利用して書店で本を購入し、読み
終えた本を紹介文とともに学級文庫に提供し、読書
の輪を広げる「マイブックプロジェクト」を実施し
ます。 

４ 

子ども読書活動の推

進 

＜中央図書館＞ 

子どもたちが幼少時から本に親しめるよう、ボラン
ティアの協力を得て絵本や紙芝居の読み聞かせを
行うとともに、子どもの読書活動の推進に関する展
示などの様々な事業を行うことで、読書の大切さへ
の理解を広めます。 

５ 

「うち読」の普及・啓

発の推進 

＜中央図書館＞ 

子どもと保護者が一緒に本を読む習慣づくりを後
押しするため、「うち読」ノート（＊）の配布や「うち
読」に適した本の展示・紹介などを行い、家庭にお
ける読み聞かせなどの普及・啓発に取り組みます。 

６ 

連携 

絵本との出会い「ブ

ックスタート」の実

施 

＜子育て支援課＞ 

赤ちゃんが絵本と出会い、保護者が絵本を介して赤
ちゃんと言葉や心を通わすことの大切さを実感で
きるよう、４か月児健診の際に赤ちゃんと保護者を
対象とし、ボランティアの協力を得て読み聞かせを
行います。 

７ 

連携 

「 絵 本 の読 み 聞か

せ」の実施 

＜子育て支援課＞ 

子どもたちが絵本に親しめるよう、地区市民館など
において、乳幼児から小学校低学年とその保護者を
対象に、各地区の読み聞かせボランティアの協力を
得て絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
学校体育の充実 

＜学校教育課＞ 

児童生徒の体力向上を図るため、教職員の指導力や
専門性を高める研修会への参加を支援するととも
に、優れた実践を全すべての小中学校で共有し、より
良い授業づくりを進めます。また、体育科・保健体
育科の授業などに、地域の指導者を派遣する取組を
進めます。 

２ 

地域における子ども

のスポーツ活動への

支援 

＜スポーツ課・生涯学習課＞ 

子どものスポーツ機会の充実、スポーツに触れる機
会の提供を図るため、地域のスポーツ少年団（＊）、総
合型地域スポーツクラブ（＊）、放課後子ども教室（＊）、
地域の子ども会におけるスポーツ活動を支援しま
す。 

３ 

生活習慣病予防の推

進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

栄養バランスの取れた規則正しい食生活や、早寝・
早起きなどの正しい生活習慣を意識し、実践できる
よう、発達段階に応じた指導を充実させます。また、
保護者への啓発を行い、家庭と協力して取組を進め
ます。 

４ 

食に関する指導の充

実 

＜学校給食課・学校教育課＞ 

児童生徒が正しい食事の在り方や望ましい食習慣へ
の理解を深められるよう、栄養教諭（＊）などが中心と
なり、学校給食の時間や学級活動、総合的な学習の
時間などに食育指導を行うとともに、「献立表」や「給
食だより」などを活用した食に関する指導を充実し
ます。 

５ 
学校保健の充実 

＜学校教育課＞ 

子どもたちが自らの体を大切にする意識を育むた
め、各小中学校の学校保健委員会（＊）において、保護
者も交えて健康について考える集会を行うなど、児
童生徒の生活の乱れやスマホスマートフォン・携帯電
話・ゲーム機器の使い方、薬物乱用について見直す
取組を進めます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

主体的・対話的で深

い学びの推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善などを念頭に、教職員が指導力や授業力を高め
られるよう、毎年度、研究発表校を指定し、その実
践や成果をすべての小中学校で共有します。また、
専門的な力量向上のため、各教科や領域ごとに研究
部会を設け、定期的な研修会や研究授業を実施しま
す。 

２ 

きめ細かな指導の推

進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

小中学校において、児童生徒が学ぶ楽しさを味わい、
確かな学力を身につけることができるよう、ティー
ムティーチング（＊）などによる少人数学級、少人数指
導を実施し、発展的な学習や個に応じた学習を支え
ます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
英語指導助手の配置 

＜学校教育課＞ 

児童生徒が英語に関する学習意欲や関心を高め、国
際社会で必要となる基礎的な会話力やコミュニケー
ション能力を身につけることができるよう、小学校
の英語科・英語活動と中学校の英語科の授業に AET
（英語指導助手）（＊）を配置します。 

２ 

英語力向上へ向けた

活動の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

小学校においてネイティブ（＊）な英語を聞けるデジタ
ル教材を活用するとともに、希望する児童生徒を対
象とし、オールイングリッシュの体験ができる「イ
ングリッシュ・1 デイキャンプ（＊）」を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

理数教科への関心を

高める授業の実施 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

児童生徒の理数教科への関心を高めるため、教科研
究部会・教科主任会において、各小中学校の優れた
実践や実験用教具などの情報共有を進め、楽しく学
ぶことのできる教材の開発を行うなどし、楽しいととも
に、小学校に教科担任制を導入するなど、楽しくわ
かる授業づくりを進めます。また、ＩＣＴ（＊）を積極
的に活用し、情報活用能力を育成するとともに、探
究力、創造力を高める教育を進めます。 

２ 

理科教育支援員の配

置 

＜学校教育課＞ 

理科教育における観察・実験活動の充実と教職員の
授業力の向上を図るため、理科教育支援員を小学校
へ派遣し、理科の授業づくりや児童への指導、理科
室の経営などへの支援に取り組みます。 

３ 

子どもものづくり教

室の支援 

＜生涯学習課＞ 

子どもたちがものづくりの楽しさを知り、創造力を
高められるよう、豊川市子どもセンター協議会（＊）が、
豊川少年少女発明クラブ（＊）の指導員や高校生ボラン
ティアの協力を得て開催する、子どもものづくり教
室を支援します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

ＩＣＴの活用による

個別最適な学びと協

働学習の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

１人１台端末を活用し、多様な子どもたちの資質・
能力を育成するため、個別最適な学びと社会とつな
がる協働的な学びを推し進めるとともに、教職員に
ついても研修を深め、児童生徒の学びを支える学習
活動を展開していきます。また、災害時や感染症な
どによる学校の臨時休業などに対応するため、学校
や家庭において学習できる、オンライン学習システ
ムの活用を検討します。進めます。 

２ 

デジタル教科書・教

材を活用した授業の

実施 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

各教科における児童生徒の理解を深めるため、指導
の意図や授業の目的に合わせたデジタル教科書・教
材を活用することで、「わかる授業」づくりに取り組
みます。 

３ 

情報モラル教育の推

進 

＜生涯学習課・学校教育課・

各小中学校＞ 

子どもたちが情報化社会を安全に過ごすことができ
るよう、ＰＴＡ活動などを通じて、携帯電話やスマ
ートフォンなどの利用に関する啓発や情報モラル教
育を進めます。また、小中学校においては、情報モ
ラル教育に関する指導力向上のため、ＩＣＴ教育支
援員（＊）などを活用した教職員の研修に取り組みま
す。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

身近な地域の環境を

守る環境学習 

＜学校教育課・各小中学校・

環境課＞ 

自然環境と生活のつながりに目を向ける児童生徒を
育成するため、小学校の総合的な学習の時間や社会
科、理科などの学習において、身近な自然環境を題
材とする環境学習を行います。 

２ 

ＳＤＧｓの理念を取

り入れた学習活動の

推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

児童生徒が持続可能な社会づくりの大切さを学ぶこ
とができるよう、小中学校では、各教科や特別活動
などの時間を使って、現代社会の課題を地球規模の
幅広い視野で捉え、ＳＤＧｓ達成期限となる令和１
２年のゴールを意識した学習活動を行います。 

３ 

連携 

エコ活動に関する学

習の推進 

＜環境課＞ 

子どもたちが毎日の家庭生活の中で、自分でできる
環境行動を知り、エコ活動に対する目標を立てて行
動できるよう、各小学校の５年生に「エコチャレン
ジ・カレンダー（＊）」を提供し、環境学習を推進しま
す。 

４ 

連携 

緑のカーテン事業の

実施 

＜環境課＞ 

子どもたちが地球温暖化の防止や夏季の省エネルギ
ー意識を高められるよう、小中学校における緑のカ
ーテンの設置と環境学習への活用を促進します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

日本語指導が必要な

児童生徒への日本語

教育の実施 

＜学校教育課＞ 

日本語指導が必要な児童生徒が日本の学校に適応
し、生き生きと学校生活を送ることができるよう、
就学への不安に配慮し、中学校卒業後を見据えた日
本語指導を行います。また、外国籍児童生徒の多い
学校には、日本語指導担当教員を配置して、日本語
指導の充実に取り組みます。 

２ 

日本語指導助手の配

置 

＜学校教育課＞ 

日本語指導が必要な児童生徒への教育を充実させる
ため、日本語指導助手が日本語を十分に話せない児
童生徒が在籍する学校を訪問し、日本語指導や文書
の翻訳、保護者対応時の通訳などを行います。また、
日本語指導助手や日本語教育適応教室（＊）の教職員が
情報交換や事例研究を行い、日本語指導や教科指導
の充実に取り組みます。 

３ 

連携 

こぎつね教室の充実 

＜市民協働国際課＞ 

日本語指導や学校生活のルールの指導が必要な児童
生徒を幅広く受け入れるとともに、オンライン授業
を活用するなど、指導方法や内容の充実に取り組み
ます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
特別支援教育の充実 

＜学校教育課・関係各課＞ 

特別な支援を必要とする児童生徒が切れ目のない支
援を受けられるよう、特別支援教育コーディネータ
ー（＊）を中心とした校内支援体制づくり、特別支援教
育への理解及び教職員の専門性の向上のための研修
会などの開催、関係機関との連携などに取り組みま
す。 

２ 

特別支援教育支援員

の配置 

＜学校教育課＞ 

特別な支援を必要とする児童生徒が学校生活を円滑
に送ることができるよう、特別支援教育支援員（＊）を
配置し、排泄、食事、教室移動の補助など、日常生
活動作の介助や学習活動の支援、事故防止などに取
り組みます。 

３ 

学級運営支援員の拡

充 

＜学校教育課＞ 

安定した学級運営を支えるため、個別の支援を必要
とする児童生徒がいる学級への学級運営支援員（＊）

を増員し、個別的な指導やティームティーチング（＊）

指導を実施します。 

４ 
就学援助の実施 

＜学校教育課＞ 

子どもたちがしっかりと義務教育を受けることがで
きるよう、経済的な理由によって就学が困難な児童
生徒の保護者に対して、小中学校で使用する学用品
や給食などに必要な費用を援助します。 

５ 

連携 

学習支援・相談体制

の充実 

＜福祉課＞ 

経済的な理由から支援が必要な家庭の相談に応じ、
学習する環境の確保が難しい子どもたちに対して、
居場所を提供し、基礎的な学力を身につけることを
目指して、一人ひとりの学習習熟度に合わせた学習
支援を行います。また、保護者に対しては、生活環
境や育成環境の改善に関する助言をするなど、子ど
もと保護者の双方に対して必要な支援を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

キャリアパスポート

を活用したキャリア

教育の実施 

＜学校教育課・各小学校＞ 

自らの成長を多面的・多角的に把握し、自己理解を
深めさせるため、小・中・高小学校、中学校及び高等学
校が連携し、学校や家庭での学習や体験を蓄積する
キャリアパスポートを活用します。また、児童生徒
が「様々な役割の関係や価値を自ら判断」し、「取捨
選択や創造を重ねる」ことができるような教育活動
に取り組みます。 

２ 

働くことの意義を体

感する職場体験学習

の実施 

＜学校教育課・各中学校＞ 

子どもたちが働くことの意義を考え、自分の進路や
生き方を見つめることができるよう、中学校２年生
が、身近な職業に目を向けながら職業観を広める情
報を得たうえで、自分で選択した事業所へ出向いて
活動する職場体験学習を行います。 

３ 

地元高校生・地域企

業との連携強化 

＜学校教育課＞ 

児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見
通し、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能
力を身に付けられるよう、地元高校生から中学校で
の学びの大切さや高校高等学校の様子を学んだり、
地域企業で働く人から働きがいや社会人としての心
構えを学んだりするキャリア教育（＊）を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
主権者教育の推進 

＜学校教育課＞ 

「法やきまり」について理解し考察する力を育成するため、社会科

や「特別の教科道徳」の中で、国民の権利・義務、基本的人権の尊重、

社会参画などについて学ぶ取組を進めます。また、「政治や経済」に

ついて理解し考察する力を育成するため、社会科や家庭科の中で、

政治参加や経済活動の仕組み、社会参画などについて学ぶ取組を進

めるなど、発達段階に応じて進めていく必要があり、小学校では、地

域の身近な課題を理解し解決方法を考える活動などを行います。 

身の回りの課題に対して自分の意見を持ちながら、
議論を通して解決を図るよう、社会科や家庭科で政
治参加や社会参画などについて学ぶとともに、道徳
や特別活動などで権利や義務、多様性について学ぶ
取組を進めます。また、小学校での地域の身近な課
題の解決方法を考える活動や、中学校での社会問題
や学校のルールについて考える活動など、発達段階
に応じた活動を行います。 

２ 

小学校プログラミン

グ教育の実施 

＜学校教育課＞ 

目の前の課題を解決するため、論理的思考力・創造
性・問題解決力・実行力などを身につけられるよう
な学習活動に取り組みます。また、ＩＣＴ（＊）を有効
に活用することで、学習意欲を高める取組を実施し
ます。 

３ 

科学や技術に興味を
もつ児童生徒の育成 
＜学校教育課＞ 

児童生徒の科学的な見方や考え方の基礎を養い、科
学技術の進歩に対応した理科教育を推進するため、
身近な自然事象や科学への興味・関心を高めるところ

から始める理科授業の一層の充実を目指します。また、
必要に応じて、大学・企業・ＮＰＯ（＊）などの主体と
連携して取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
教職員研修の充実 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

経験年数の少ない教職員に対しては、ファーストス
テップ研修により授業の基礎・基本を習得できる実
践的な研修を行います。中堅の教職員に対しては、
学校の中核を担うための演習などを行うなど、経験
年数や課題、希望に応じて指導力、授業力、使命感
などを高める各種研修を実施します。また、授業力
向上のために作成したリーフレット「豊川の授業 
１６のポイント（＊）」を活用し、各小中学校における
日常的な職場内研修に取り組みます。 

２ 

教職員国内研修派遣

の実施 

＜学校教育課＞ 

学校運営や授業改善を図るため、教職員を対象とし、
国内の先進的な学校や教育機関などに派遣する研修
を行います。そこで得た情報を市の施策に生かすと
ともに、各小中学校におけるおいて情報共有に取り組
みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

多様なニーズに対応

した学習メニューの

展開 

＜生涯学習課＞ 

「人生 100 年時代」を迎えるにあたり、ライフス
テージに応じた学習機会を提供するため、多様なジ
ャンルからなるとよかわオープンカレッジ（＊）や、地
域の特色を生かした地域生涯学習講座を開催しま
す。また、民間事業者との連携を推進し、講座内容
の充実に取り組みます。 

２ 

学びを広げる学習情

報・学習機会の充実 

＜生涯学習課・関係各課＞ 

学習情報などの周知のため、市広報や「生涯学習ガ
イドブック」、「地域生涯学習だより」などの紙媒体
を発行するとともに、します。また、生涯学習情報サイ
ト「まなびネットとよかわ（＊）」などのＩＣＴ（＊）を
活用した情報提供など、多様な媒体を用いて積極的
な情報発信に取り組みます。むとともに、オンライン
講座の実施について検討します。 

３ 

学習成果の発表・活

用による人材育成 

＜生涯学習課＞ 

学習の成果を発表する場を広げるため、地域におけ
る生涯学習センターまつりや市民館まつりなどでの
発表・交流の機会を提供するとともに、全市的な発
表の場として「生涯学習成果発表会」を開催します。
また、継続的な学びによりスキルが向上した市民や、
高齢者の豊かな経験・知識を活用して、新たな講師
となる人材の育成に取り組みます。 

４ 

学習成果が生きるま

ちづくりの支援 

＜生涯学習課＞ 

学習の成果をまちづくりにつなげれるよう、地域生
涯学習講座やまちづくり出前講座など、地域の将来
像を考える参加型講座の開催により、市民が主体と
なって地域の課題解決につながる取り組みを支援し
ます。また、講座受講生のサークル活動化を支援す
ることで、仲間づくりや地域コミュニティ（＊）の再構
築を支援します。 

５ 

プラネタリウムジオス

ペース館を有効活用

した学習支援と情報

発信 

＜中央図書館＞ 

市民の天文への関心を高め、宇宙に関する学習活動
を支援するためのプラネタリウム番組を上映しま
す。また、プラネタリウムの有効活用を図るため、
施設の貸館の促進、市の他部署や関係団体とのコラ
ボイベントの実施や、PR 動画等などを投影し情報発
信を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

地域とつながる食育

の推進 

＜学校給食課・農務課＞ 

児童生徒が地域食材の生産、流通への理解を深めな
がら「食」への関心を高められるよう、学校給食に
おいて「豊川産〇〇の日」の実施や地元産農産物の
積極的使用など地産地消を推進します。また、児童
生徒の参加による「地場産物を使用した学校給食献
立コンクール」の開催を通じて、家庭での食育につ
ながる取組を進めます。 

２ 

喫煙・飲酒・薬物乱

用の防止 

＜各小中学校・学校教育課・

関係機関＞ 

児童生徒が自らの体を大切にする意識を育むため、
各小中学校の体育科・保健体育科の授業で喫煙や飲
酒、薬物乱用防止について学習するとともに、学校
保健委員会（＊）では保護者も交えて健康について学
ぶ取組を進めます。 

３ 

連携 

健康づくり意識の啓

発 

＜保健センター＞ 

市民が生涯にわたって健康づくりに励み、健やかに
暮らせるよう健康相談や健康教室などを通じて、健
康づくりに関する意識啓発を行います。また、健康
づくりの輪を家族や地域へ広げる健康づくり推進員
の養成を進めるとともに、市民の健康づくりの核と
してさらに活躍できるよう支援します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
地域スポーツの推進 

＜スポーツ課＞ 

子どもから高齢者まで、多くの市民が身近なところ
でスポーツを楽しむ環境を提供できるよう、スポー
ツ推進委員（＊）や体育振興会の活動を支援するととも
に、地域に根ざした総合型地域スポーツクラブ（＊）の
質的充実に取り組み、新規クラブ設立の機運が醸成
された際は設立を支援します。 

２ 

スポーツイベントの

開催支援 

＜スポーツ課＞ 

交流人口を拡大させ、地域経済を活性化させるため、
豊川リレーマラソンやトヨカワシティマラソン大会
などのスポーツイベントの開催を支援します。 

３ 

スポーツ選手・団体

への活動支援 

＜スポーツ課＞ 

体力向上や健康増進、目標や新しいことに挑戦する
心、意欲を高めるため、競技者の活動をささ支える重
要な役割を果たすスポーツ協会（＊）やスポーツ少年団
（＊）の活動に対し、自立的な運営や指導者の育成など
を支援します。また、全国大会などに出場する選手・
団体に対し、激励金や奨励金の交付により競技力向
上に向けた活動を支援します。 

４ 

トップレベルに触れ

る機会の充実 

＜スポーツ課＞ 

市民のスポーツに対する意識の高揚や、子どもたち
に夢を抱かせるきっかけづくりのため、トップアス
リートを招いたスポーツ教室など、交流の機会を提
供します。また、スポーツ施設を会場として、競技
水準の高い試合を気軽に観戦できる環境づくりを進
めます。 

５ 

スポーツツーリズ

ムの推進 

＜スポーツ課＞ 

スポーツを核とした交流人口の拡大を図るため、ス
ポーツ施設や観光施設を地域資源として、スポーツ
合宿や大会の受け入れを支援します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
図書館資料の充実 

＜中央図書館＞ 

市民の様々な嗜好やニーズに対応するため、書籍や
ＣＤ、DVD などの視聴覚資料の計画的な購入を進
めることで、各図書館資料の充実に取り組みます。 

２ 

コラボ展示・コラボ

イベントの実施 

＜中央図書館＞ 

市の各部署と連携して、市の主要施策などを PR す
るポスターやチラシ・パンフレットとともに関連し
た図書資料を展示する「図書館コラボ展示」や、講
座や講演会などのイベントを中央図書館の集会室な
どを会場として開催する「図書館コラボイベント」
を実施し、市民への情報提供を行います。 

３ 

電子図書館サービ

ス（＊）の充実 

＜中央図書館＞ 

様々な事情により来館が困難な方を始め、あらゆる
利用者のニーズに対応するため、電子書籍（＊）を計画
的に購入するとともに、行政資料や地域資料などを
電子書籍化した独自資料の制作を進めます。 

４ 

図書館体験会の実

施 

＜中央図書館＞ 

市内の小・中学生を対象として、図書館の利用方法や
マナーのほか、本を実際に読んだり、読むことや本の
検索の仕方などの体験会を実施します。 

５ 

「図書館まつり」や

「図書館検定」など

のイベントの実施 

＜中央図書館＞ 

市民の読書や図書館への関心を高めるため、うち読
講演会や、参加して体験できる手作り工作などのイ
ベントが行われる「図書館まつり」、図書館の利用に
関するマナーや来館者数などの統計情報、所蔵する
本の内容や作者に関するエピソードなどを問題とす
る「図書館検定」を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

文化遺産の保護・活

用の環境づくり 

＜生涯学習課＞ 

三河国分寺跡の整備を進め、古代の重要遺跡である
三河国府跡の国指定を目指します。また、三河国分
尼寺跡史跡公園を始め整備の完了した史跡や文化財
の活用を積極的に行います。 

２ 

文化遺産継承の取組

の推進 

＜生涯学習課・各小中学校・

文化振興課＞ 

市内の文化遺産の保護活用を推進するためのマスタ
ープランである「文化財保存活用地域計画」の策定
を目指します。また、文化遺産継承の担い手である
子どもたちのふるさと意識の醸成に取り組むととも
に、官民が協働して文化遺産を保護・継承していく
意識の向上に取り組みます。 

３ 

平和学習の推進 

＜生涯学習課・学校教育課・

各小中学校・文化振興課＞ 

市民一人ひとりが豊川海軍工廠（＊）の歴史を知り、平
和の尊さを学ぶことができるよう、豊川海軍工廠平
和公園や桜ヶ丘ミュージアムを活用した市独自の平
和学習に取り組みます。 

４ 

連携 

文化芸術の独自性の

確立 

＜文化振興課＞ 

地域の歴史や魅力を文化芸術の観点から再発見し、
豊川市ならではの演劇などを創造することで、独自
性の高い文化芸術の確立と発信に取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

防災教育の推進、教

職員の防災意識の向

上 

＜各小中学校・防災対策課・

予防課＞ 

小中学校における防災体制を強化するため、地震・
津波や土砂災害、河川氾濫など、各学校で想定する
自然災害に備えた避難経路や避難場所を特定すると
ともに、より実効性の高い避難訓練を実施します。
また、防災担当職員などを講師に招き、地震発生時
のより安全な行動を学ぶ機会を設けるなど、児童生
徒や教職員の防災意識を高めるために防災教育を進
めます。 

２ 

交通安全教育の推進 

＜学校教育課・人権交通防

犯課＞ 

子どもたちの交通事故を防ぐため、各小学校におい
て児童が交通ルールや自転車の乗り方を学び、実際
に自転車に乗り、交通指導員などの指導を受ける交
通安全教室を実施します。また、登下校で自転車を
利用する中学生に対して、自転車通学許可証を発行
し、交通安全意識を高めるとともに、マナーについ
ても指導します。 

３ 

通学路の安全管理へ

の取組 

＜学校教育課・人権交通防

犯課・道路河川管理課＞ 

市で策定したの通学路交通安全プログラムに基づき、
学校、教育委員会、道路管理者及び都道府県警察が
連携した取組を進め、児童生徒が安心して登校でき
る環境づくりに努めています。 

４ 

学校安全緊急情報共

有化広域ネットワー

クの活用 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

地域ぐるみで子どもたちの登下校時の安全を確保す
るため、学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク
（＊）を活用し、保護者や地域ボランティアなどを対象
とする緊急連絡メールにより、不審者情報を適時に
提供します。 

５ 

防犯・防災設備の充

実 

＜庶務課＞ 

小中学校における安全で安心な環境を整備するた
め、緊急時の避難指示などを全すべての教室へ一斉
に伝達することが可能な緊急通報装置付きインター
カムシステム（＊）の整備や防犯カメラの更新・増設な
ど、防犯・防災設備の充実に取り組みます。 
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No 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

６ 

学校給食における衛

生・安全管理の徹底 

＜学校給食課＞ 

学校給食における食中毒予防や食の安全に関する諸
問題への対応として、給食従事者に対する衛生講習
会の実施、食材に関する情報収集や検査などにより、
衛生管理と安全確保を徹底します。また、食物アレ
ルギーを持つ児童生徒が、安心して給食を楽しめる
取組を進めます。 

７ 

学校生活における新

しい生活様式の取組

による感染防止意識

の向上 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

小中学校における新型コロナウイルス感染症対策と
して、手指の手洗いや手指の消毒、検温、ソーシャル
ディスタンス、咳エチケット、換気などの対策に徹
底して取り組みます。また、養護教諭や保健主事が
集会などで啓発することや、委員会活動での感染予
防に取り組むことなどにより、児童生徒の感染予防
に対する意識を高めるための活動を行います。 

８ 

連携 

登下校の見守り活動

の推進 

＜人権交通防犯課・各小学

校＞ 

子どもたちが安全安心に通学できるように、交通事
故防止や防犯対策を図るため、通学路の主要な場所
で交通指導を行う地域ボランティアの協力を得ると
ともに、交通指導員が各小学校区にて登下校時に交
通指導を行い、児童の登下校時の見守り活動を推進
します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

特色ある学校づくり

の推進 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

地域に開かれた学校づくりを実現するため、各小中
学校区の住民や保護者、学識経験者などで構成する
学校運営協議会が中心となり、地域の実情や特性を
踏まえた特色ある学校づくりを進めます。 

２ 
開かれた学校づくり 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

多くの市民に学校を身近に感じてもらうため、各小
中学校において学校公開日等などを設定し、各教科
や道徳、学級活動などの授業や特色ある活動を公開
します。地域や家庭と連携した教育活動となるよう、
地域の方を講師とする授業や親子で体験的な学習を
行う活動などを実施します。 

３ 
学校からの情報発信 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

各小中学校のにおいて行事に関する情報を速やかに
伝達するため、保護者に対して緊急連絡メールによ
り実施予定などを配信します。また、学校活動に対
する保護者や地域住民の関心を高めるため、学校だ
よりやホームページなど様々な方法により、積極的
な情報発信に取り組みます。 

４ 

学校サポーターによ

る学校支援 

＜庶務課＞ 

地域と学校の相互理解を深め、地域に愛され親しま
れる学校づくりを推進するため、様々な知識や経験、
技術を持つ地域住民が、学校サポーター（＊）として登
録し、草刈りや施設修繕、読み聞かせ、図書整備、
登下校支援などをボランティアで支援する制度の活
用を進めます。 

５ 
学校評価の公表 

＜学校教育課・各小中学校＞ 

家庭や地域に信頼される学校づくりを進めるため、
各小中学校において、児童生徒や保護者、教職員へ
のアンケートによる内部評価と、学校関係者による
外部評価について、学校だよりなどで公表するとと
もに、学校運営協議会で検討し、教育活動の改善に
生かします。 

６ 

部活動の外部講師の

活用 

＜学校教育課・各中学校＞ 

生徒の部活動に対する意欲をより高めるため、各中
学校における部活動の実情に応じて専門的な技術指
導ができる地域の指導者を招き、顧問の教職員の指
導を支援することで、地域との連携による部活動の
活性化に取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

老朽校舎などの計画

的な整備 

＜庶務課＞ 

児童生徒が安全な環境の中で、安心して学校生活を
送ることができるよう、老朽化した校舎の使用目標
30 年程度の長寿命化を図るための大規模改修や外
壁改修などの整備を計画的に進めます。 

２ 
学習環境の整備 

＜庶務課＞ 

衛生環境面の改善や生活様式の変化に対応するた
め、小中学校校舎及び屋内運動場トイレの洋式化な
どの整備を進めます。また、校舎の老朽化した空調
設備の更新を行います。 

３ 

教育用ＩＣＴ機器な

どの適正な運用管理 

＜庶務課・学校教育課＞ 

国のＧＩＧＡスクール構想（＊）により整備した１人１
台端末や、校内無線ＬＡＮをはじめとする教育用Ｉ
ＣＴ（＊）機器などが、安定的かつ継続的に利活用でき
るよう、適正な運用管理を行います。また、端末の
持ち帰りなどによる家庭学習を想定し、情報セキュ
リティ（＊）対策や、通信環境のない家庭への支援など
について検討を進めます。取り組みます。 

４ 
学校図書の充実 

＜庶務課＞ 

学習活動の充実や読書意欲向上を図るため、児童生
徒の発達段階やニーズ、各小中学校の実情に応じた
学校図書を整備することで、魅力ある読書環境の充
実に取り組みます。 

５ 

学校給食施設の長寿
命化と適正な管理 
＜学校給食課＞ 

安全・安心な学校給食を提供するため、学校給食施設
の適正な管理を行うとともに、計画的な施設の修繕
や調理機器の更新を行い長寿命化に取り組みます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

地域人材の活用によ

る交流活動や体験活

動などの充実 

＜生涯学習課＞ 

豊川市生涯学習支援ボランティアバンクを充実させ
るとともに、幅広い地域住民や民間事業者、団体等な
どと連携して放課後子ども教室（＊）などを開催しま
す。また、子ども会、PTA、青年団などが行う地域
住民相互の交流活動などを支援します。 

２ 

子ども・若者への各

種支援 

＜生涯学習課＞ 

困難を有する子どもや若者が円滑な社会生活を営む
ことができるよう、豊川市子ども・若者支援地域協
議会（＊）を中心として関係機関の連携を強化するとと
もに、少年愛護センターにおいて心理相談などの各
種支援を実施します。また、あいさつ運動などを実
施している各小学校区の青少年健全育成推進協議会
（＊）を支援します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
スポーツ施設の整備 

＜スポーツ課＞ 

市民がスポーツに親しむことができる環境を整える
ため、利用案内や予約受付の充実などにより利便性
を高めます。また、施設の老朽化への対応として、
施設総量の適正化を踏まえた予防保全（＊）や改修、長
寿命化を計画的に進めるとともに、防災拠点として
の安全性の確保に取り組みます。 

２ 

スポーツ施設の適正

な管理運営 

＜スポーツ課＞ 

利用者のニーズを踏まえ、満足度の高いスポーツ施
設とするため、指定管理者による様々な自主事業の
開催を促すとともに、大会などの優先予約や合宿誘
致により施設の有効利用を進め、適正な管理運営を
行います。 

３ 
学校施設の開放推進 

＜スポーツ課＞ 

地域スポーツの活動の推進を図るため、地域住民に
とって身近なスポーツの活動場所である市内の小・中
学校の施設を開放し、スポーツ少年団（＊）や体育振興
会の拠点とするとともに、より多くの市民が気軽に
スポーツを親しめる場として、積極的な活用を進め
ます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 
生涯学習施設の活用 

＜生涯学習課・関係各課＞ 

生涯学習施設の有効活用を図るため、プリオ生涯学
習センターを核とする情報共有や連携、協力体制を
強化し、生涯学習施設のネットワーク化を進めるほ
か、複合施設における関係各課・団体との連携事業
を推進します。また、施設の老朽化への対応として、
長寿命化（＊）や改修などを計画的に進め、利便性の向
上に取り組みます。 

２ 

高等教育機関との連

携 

＜生涯学習課＞ 

社会人の学び直しとなるリカレント教育（＊）の推進の
ため、とよかわオープンカレッジ（＊）の特別講座とし
て、大学教授などを講師とした専門講座を開催する
とともに、高等学校などとの連携についても検討し
ます。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

図書館と学校などと

の連携強化の推進 

＜中央図書館＞ 

市内の小・中学校や高等学校などとの職場体験学習の

実施や、図書館体験会・電子図書館の利用一括登録
などを実施し、学校と図書館との連携の強化を行い
ます。 

２ 

図書館施設などの整

備 

＜中央図書館＞ 

安全で快適な読書環境を整備するため、老朽化して
いる施設や設備の改修やＩＣＴ（＊）を活用した先進
機器の調査研究の取組を実施するとともに、各所の
配送サービスを継続するため、関係各所各課の調整
や連携を行います。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

ＩＣＴ（＊）機器・校務

支援システムの有効

活用 

＜学校教育課・庶務課＞ 

教職員の事務削減のため、統合型校務支援システム
（＊）の活用により、児童生徒の成績処理、保健管理
などの校務事務の効率化に取り組みます。また、児
童生徒に関する情報の管理を徹底するとともに、校
内の情報セキュリティ（＊）の向上を進めます。 

２ 

専門スタッフ・地域

人材などとの連携・

分担による業務の削

減 

＜学校教育課・庶務課・生涯

学習課＞ 

教職員が行う様々な事務や作業の負担軽減のため、
スクールサポートスタッフ（＊）などの配置を増やし、
業務をサポートする取組を進めます。また、草刈り
や校舎のワックスがけなど、学校環境を整備する業
務の外務外部委託を進めます。 

３ 

休日部活動の地域移

行への検討 

＜学校教育課・スポーツ課・生

涯学習課＞ 

休日の部活動が学校の教育活動として行う必要が
なくなるよう、スポーツ協会（＊）やスポーツ少年団
（＊）、芸術文化団体などと連携をし、休日に地域にお
いて活動ができるよう検討します。 

４ 

文化事業の開催方法

などの見直し 

＜学校教育課＞ 

児童生徒の発表の場や保護者の鑑賞機会などは確
保しつつ、教職員の過度な負担とならないよう、準
備の簡素化や内容の見直しを進めます。 

５ 

教職員のメンタルヘ

ルス維持への取組 

＜学校教育課＞ 

業務量の適切な管理を行うため、毎月の勤務時間外
の在校等時間を確認し、学校における業務や環境整
備の状況について検証を行います。また、必要な場
合に応じて、産業医との面談を行い、教職員のメン
タルヘルスの安定を目指します。 
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No. 
主な取組 

＜担当課等＞ 
内容 

１ 

複式編成回避に向け

た小規模校の支援 

＜庶務課＞ 

将来的に過小規模校への移行が見込まれる小規模
校について、複式学級（＊）の編成を回避するため、
学校統合や通学区域の見直し、学校選択制の導入な
どの取組について、地域住民などの関係者の理解と
協力を得ながら、協議を進めます。 

２ 
35 人学級への対応 

＜庶務課＞ 

35 人学級（＊）の実施に対応できるよう、教室が不
足する場合は、余裕教室などの既存施設の改修を行
います。また、既存施設で教室確保が難しい場合に
は、児童生徒数の推計や社会情勢による人口減少な
どの検討を行い、仮設校舎や増改築などの整備を進
めます。 
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施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

① 家庭教育・
子育ての支
援 

「子どもを生み、育てる環境」市民満足度 

市民意識調査の「子どもを生み、育てる環境」に関する満足の程度の
問いについて、「満足」「まあ満足」と答えた人の割合。子どもを生み、
育てる環境に満足している市民が増えることを目指す指標です。 

〔豊川市市民意識調査より〕 

令和３年値 令和７年値 

50.2％ 60.0％ 

② 道徳教育の
充実 

学校生活が楽しく充実していたと自己評価した児童生徒の割合 
 小学校６年生と中学校３年生を対象とする調査で、児童生徒が「生
活面」について５段階で自己評価し、総合評価で４以上とした児童生
徒の割合。学校生活が楽しく充実している児童生徒が増えることを目
指す指標です。 

〔学校教育課アンケートより〕 

令和３年値 令和 8 年値 

③ 人権教育・
多様性理解
の推進 

④ いじめ・不
登校などへ
の対応 

75.9％ 78.0％ ⑤ 学校におけ
る体験活動
の充実 

⑥ 読書活動の 
推進 

「読書好き」な子どもの割合 
小学校４～６年生と中学校全学年、高校全学年を対象とする調査

で、「とても好き」、「好き」と答えた児童生徒の割合。読書が好き
な子どもが増えることを目指す指標です。          

〔中央図書館アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

61.1％ 65.0％ 

⑦ 子どもの体
づくりの推
進 

運動が好きな児童生徒の割合 
小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン

ケート調査の「運動をすることが好きですか」の問いについて、「好
き」「どちらかといえば好き」と答えた児童生徒の割合。運動が好き
な児童生徒が増えることを目指す指標です。               

〔庶務課アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

小
6 63.1％ 65.6％ 

中
２ 60.8％ 63.3％ 

朝食を食べない児童生徒の割合 
小学校５年生と中学校２年生を対象とする食事と生活に関するア

ンケート調査の「朝食を食べているか」の問いについて、「食べない」
「あまり食べない」と答えた児童生徒の割合。全すべての児童生徒が
朝食を食べていることを目指す指標です。             

〔学校給食課アンケートより〕 

令和 3 年値 令和７年値 

小
５ 2.4％ 0％ 

中
２ 7.8％ 0％ 
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施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

① 楽しくわか
る授業の実
践 

学習に意欲的に取り組んだと自己評価した児童生徒の割合 
小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象とする調査で、児童生徒が「学

習面」について５段階で自己評価し、総合評価で４以上とした児童生
徒の割合。学習に意欲的に取り組める児童生徒が増えることを目指す
指標です。 

〔学校教育課アンケートより〕 

令和３年値 令和 8 年値 

60.0％ 68.0％ 

② 英語教育の 
推進 

AET（英語指導助手）（＊）の先生と楽しく英語を使った活動ができた
児童生徒の割合 

小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象とする調査で、児童生徒が「学
習面」について５段階で自己評価し、総合評価で４以上とした児童生
徒の割合。英語を使うことが楽しいと感じる児童生徒が増えることを
目指す指標です。 

〔学校教育課アンケートより〕 

令和３年値 令和 8 年値 

小
6 61.9％ 64.4％ 

中
３ 61.9％ 64.4％ 

③ 理数教育の 
推進 

理科、算数（数学）を好きな児童生徒の割合 
小学校６年生と中学校２年生を対象とする教育振興に関するアン

ケート調査の「好きな教科」に関する問いについて、「理科」「算数
（数学）」を選んだ児童生徒の割合。理数教科に興味を持つ児童生徒
が増えることを目指す指標です。 

〔庶務課アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

理科 

小
6 36.6％ 39.1％ 

中
2 29.0％ 31.5％ 

  算数（数学） 

小
6 40.2％ 42.7％ 

中
2 22.2％ 24.7％ 

④ 一人一台１人
１台端末配
備による教
育の充実 

ＩＣＴ機器を活用した学習指導に取り組む学校の割合 
①教職員と児童生徒のやりとりで活用 
②児童同士のやりとりで活用 
③児童生徒が一人で活用 

全国学力・学習状況調査の学校質問紙の「コンピュータなどのＩＣ
Ｔ（＊）機器を活用した取組」の問いについて、「活用している」「ど
ちらかといえば活用している」を選んだ小中学校の割合。小中学校の
授業でコンピュータなどが有効活用されることを目指す指標です。 
                〔全国学力・学習状況調査より〕 

令和３年値 令和 8 年値 

小
学 

①12.0％ 

② 4.0％ 

③60.0％ 

①100％ 

②100％ 

③100％ 

中
学 

①0％ 

②0％ 

③0％ 

①100％ 

②100％ 

③100％ 

⑤ 環境教育・
ＳＤＧｓの
理念を踏ま
えた教育の
推進 

ＥＳＤの視点に立った学習活動に取り組む学校の割合 
社会科や理科などの学習において、ＥＳＤ（＊）の視点を取り入れた

学習活動を行った小中学校の割合。小中学校でＥＳＤが積極的に推進
されることを目指す指標です。 

〔学校教育課調査より〕 

令和 2 年値 令和 8 年値 

小
学 100％ 100％ 

中
学 100％ 100％ 

⑥ 日本語指導
が必要な児
童生徒への
教育の充実 

日本語指導助手の人数 

小中学校において、日本語指導が必要な児童生徒の日本語指導や教
科指導の補助などを行う日本語指導助手の数。日本語指導が必要な児
童生徒の学習を支えていくことを目指す指標です。 

                                        〔学校教育課実績より〕 

令和 2 度年年度

値 
令和 7 年度値 

11 人 19 人 

⑦ 配慮が必要
な児童生徒
への対応の
充実 

学級運営支援員の人数 

小中学校において、安定した学級運営を支えるために配置する学級
運営支援員（＊）の数。個別の支援を必要とする児童生徒の学校生活を
支えていくことを目指す指標です。 

                                          〔学校教育課実績より〕 

令和 2 度年年度

値 
令和 7 年度値 

79 人 104 人 

⑧ 進路指導の 
充実 

将来の夢や目標がある児童生徒の割合 
全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の「将来の夢や目標を持

っていますか」の問いについて、「当てはまる」「どちらかといえば
当てはまる」を選んだ児童生徒の割合。将来の夢や目標を持つ児童生
徒が増えることを目指す指標です。 

               〔全国学力・学習状況調査より〕 

令和３年値 令和 8 年値 

小
学 80.0％ 90.0％ 

中
学 63.7％ 73.7％ 
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施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

⑨ 社会の担い
手となる人
材の育成 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えている児童生徒の
割合 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の「地域や社会をよくす
るために何をすべきか考えることがありますか」の問いについて、「当
てはまる」「どちらかといえば当てはまる」を選んだ児童生徒の割合。
地域や社会に関心を持つ児童生徒が増えることを目指す指標です。                                               

〔全国学力・学習状況調査より〕 

令和３年値 令和 8 年値 

小
学 48.0％ 58.0％ 

中
学 37.9％ 47.9％ 

⑨ 教職員のさ
らなる資質
の向上 

各種研修に参加した教職員数 
経験年数や課題、希望に応じて指導力、授業力、使命感などを高め

る各種研修に参加した教職員の人数。教職員の指導力などの向上を支
えていくことを目指す指標です。 

〔学校教育課実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

約 500 人 

(約 1,700 人) 
約 1,700 人 

 

施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

① 生涯学習の 
振興 

生涯学習活動を行っている市民の割合 
市民意識調査で何らかの生涯学習活動を行っていると答えた人の

割合。生涯学習に親しむ市民が増えることを目指す指標です。 
                                                         〔豊川市市民意識調査より〕 

令和３年値 令和 7 年値 

58.1％ 65.0％ 

プラネタリウムの入場者数 
ジオスペース館のプラネタリウムに入場した年間延べ人数。ジオス

ペース館が多くの人に親しまれることを目指す指標です。 
                             〔中央図書館実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

5,000 人 

(10,307 人) 
13,000 人 

② 生涯の健康
を支える力
の育成 

定期的な健康診断を受け、健康管理に努めている市民の割合 
市民意識調査の「健康維持や増進のための心掛け」に関する問いに

ついて、「定期的な健康診断を受け、健康管理に努めている」と答え
た人の割合。身体を大切にし、健康づくりを実践する市民が増えるこ
とを目指す指標です。 

                                    〔豊川市市民意識調査より〕 

令和３年値 令和７年値 

49.1％ 50.0％ 

③ 生涯スポー
ツの振興 

週 1 日以上スポーツや運動をしている市民の割合 
市民意識調査の「スポーツや運動の頻度」について、「毎日」「週

３～４日程度」「週１～２日程度」と答えた人の割合。スポーツを楽
しむ市民が増えることを目指す指標です。 

                                                              〔豊川市市民意識調査より〕 

令和３年値 令和７年値 

49.9％ 57.0％ 

④ 図書館サー
ビスの充実 

市民 1 人当たりの図書等貸出冊数 
年間の図書等貸出冊数を１０月１日現在の推計人口で割って算出

した冊数。読書に親しむ市民が増えることを目指す指標です。 
                                                                  〔中央図書館実績より〕 

令和２年値 

（令和元年値） 
令和 7 年値 

5.0 冊 

（6.1 冊） 
7.1 冊 

電子書籍の利用回数 
電子書籍（＊）の貸出と閲覧の利用をした冊数。読書に親しむ市民が

増えることを目指す指標です。                                                                  
                                                                   〔中央図書館実績より〕 

令和２年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

19,549 冊 

(12,753 冊) 

19,750 冊 

25,000 冊 

⑤ 文化遺産の
継承と新た
な文化の創
造 

文化財保護の推進に満足している市民の割合 
市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「 文化財保護

の推進（ 地域の伝統継承事業の支援など）」に関する満足の程度の問い
について、「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合。文
化財保護の取組に満足している市民が増えることを目指す指標です。 

〔庶務課アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

27.3％ 29.8％ 
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施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

① 児童生徒の
安全・安心
の確保 

児童生徒の安全・安心の確保に満足している市民の割合 
市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「児童生徒の

安全・安心の確保」に関する満足の程度の問いについて、「満足」「ど
ちらかといえば満足」と答えた人の割合。小中学校における安全・安
心の確保の取組に満足している市民が増えることを目指す指標です。 
                                             〔庶務課アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

44.6％ 47.1％ 

「学校給食」児童生徒満足度 
小学校５年生と中学校２年生を対象に実施している調査で、学校給

食を「大好き」「好き」と答えた児童生徒の割合。学校給食に満足し
ている児童生徒が増えることを目指す指標です。                                                        

〔学校給食課実績より〕 

令和３年値 令和７年値 

61.2％ 70.0％ 

② 開かれた学
校づくりを
目指す教育
活動 

「学校とかかわりを持っていきたい」と思っている市民の割合 
市民意識調査で「学校とのかかわり」について、「積極的にかかわり

を持っていきたい」「どちらかといえばかかわりを持っていきたい」と
答えた人の割合。学校とかかわりを持っていきたいと思う市民が増え
ることを目指す指標です。 

                                                                                               〔豊川市市民意識調査より〕 

令和 3 年値 令和７年値 

49.2％ 49.3％ 

学校サポーター登録者数 
小中学校の草刈や施設修繕、総合学習、部活動指導などをボランテ

ィアで支援する学校サポーター（＊）の登録者数。学校の活動を支える
市民が増えることを目指す指標です。 

                                  〔庶務課実績より〕 

令和２年度値 令和７年度値 

699 人 750 人 

③ 学校教育環
境の整備 

学校教育環境などの整備・充実に満足している市民の割合 
市民を対象とする教育振興に関するアンケート調査の「学校教育環

境などの整備・充実」に関する満足の程度の問いについて、「満足」
「どちらかといえば満足」と答えた人の割合。学校教育環境などの整
備・充実の取組に満足している市民が増えることを目指す指標です。 
                                                                                      〔庶務課アンケートより〕 

令和２年値 令和７年値 

31.5％ 34.0％ 

屋内運動場トイレの洋式化率 
小中学校屋内運動場において、洋式化されたトイレの割合。児童生

徒の学校生活環境を充実していくことを目指す指標です。      

〔庶務課実績より〕 

令和２年度値 令和７年度値 

14.1％ 100％ 

④ 地域教育力
の向上支援 

「青少年の育成・支援」市民満足度 
市民意識調査の「青少年の育成・支援」に関する満足の程度の問いに

ついて、「満足」「まあ満足」と答えた人の割合。青少年健全育成の取
組に満足している市民が増えることを目指す指標です。 

                                                                      〔豊川市市民意識調査より〕 

令和３年値 令和 7 年値 

29.6％ 32.0％ 

少年愛護センターにおける相談支援件数 
少年愛護セ ン タ ー における一般相談件数と心理相談件数の合計。

子どもや若者の生き生きとした成長を支えていくことを目指す指標
です。 

                                                     〔生涯学習課実績より〕 

令和２年値 

（令和元年値） 
令和 7 年値 

204 件 

（292 件） 
450 件 

⑤ スポーツ環
境の整備 

スポーツ施設の利用者数 
市スポーツ施設の年間延べ利用者数。市スポーツ施設が多くの人

に有効活用されることを目指す指標です。 
 〔スポーツ課実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

664,203 人 

(1,156,880 人) 
1,240,000 人 

学校体育施設開放の利用者数 
小中学校の体育施設開放における年間延べ利用者数。学校体育施

設が多くの市民に有効活用されることを目指す指標です。 
                                      〔スポーツ課実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

251,815 人 

(392,486 人) 
445,000 人 
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施策 目標指標の内容 現状値 目標値 

⑥ 生涯学習環
境の整備 

生涯学習センターの利用者数 
市内９館の年間延べ利用者数。生涯学習センターが多くの市民に

有効活用されることを目指す指標です。 
                                                                                                                                                                                 〔生涯学習課実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

136,149 人 

(243,543 人) 
245,000 人 

⑦ 読書環境の
充実 

図書館の来館者数 
図書館の年間延べ来館者数。図書館が多くの市民に有効活用され

ることを目指す指標です。 
                                                                                                                                        〔中央図書館実績より〕 

令和 2 年度値 

（令和元年度値） 
令和 7 年度値 

414,510 人 

(619,269 人) 
631,000 人 

⑧ 学校におけ
る働き方改
革 

時間外在校等時間が月４５時間以内の教職員数の割合 
 勤務時間外の在校時間が月４５時間以内であった教職員の割合。教
職員の長時間勤務や過密労働を解消することを目指す指標です。（調
査月 ６月） 

〔学校教育課実績より〕  

令和 3 年度値 令和 8 年度値 

47.7％ 100％ 

⑨ 将来を見据
えた学校施
設の整備 

３５人学級実施への対応率 
県教育委員会が定める３５人学級（＊）への対応として、既存施設の

利用や改修などによるほか、仮設校舎や増改築により対応した割合。
児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びを実現することを目指す
指標です。 

〔庶務課実績より〕 

令和 3 年度値 令和 7 年度値 

100％ 100％ 
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豊川市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 豊川市教育委員会は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基

づき、豊川市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため、豊川市教育振興基本

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）基本計画の策定に関すること。 

（２）その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。 

  （組織） 

第３条 委員会は、委員１0 名以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる団体の推薦を受けた者及び学識経験者のうちから教育長が委嘱する。 

  （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を各１人置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から委員会の基本計画の策定が完了した日までとする。ただし、欠

員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  （委員会） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる

ものとする。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求

めることができる。 

  （作業部会） 

第７条 委員会に、教育の振興のための施策に関する特定の事項を調査研究させるため、作業部会を

置くことができる。 

２ 作業部会は、教育委員会事務局に置く部長級職員、次長級職員及び課長級職員をもって構成する。 

３ 作業部会は、必要があると認めるときは、作業部会の構成員以外の者を作業部会に出席させ、そ

の意見又は説明を求めることができる。 

  （庶務） 

第８条 委員会及び作業部会に関する庶務は、教育委員会庶務課において処理する。 

  （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。 

    附 則 

この要綱は、令和３年４月１４日から施行する。 
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◎委員長 ○副委員長 （敬称略） 

委員選出区分 氏 名 備 考（選出区分役職） 

豊川市小中学校長会 小澤 慎一 桜町小学校長 

豊川市小中学校長会 立川 恵理 御津中学校長 

豊川市幼児教育研究協議会 加藤 悦子 会長 

豊川市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 藤原 利江 書記 

豊川市連区長会 小野 泰裕 代表（令和２年度会長） 

豊川市社会教育審議会 中村 詠子 委員 

豊川市文化財保護審議会 〇 片山 洋 会長 

豊川市スポーツ推進委員会   神谷 美也子 副委員長 

豊川市障害者（児）団体連絡協議会 蟹江 充子 豊川市知的障害者育成会役員 

学識経験者 ◎ 小林 康典 
元高等学校長 
（点検評価委員） 

  （１０名）   
※この名簿は、豊川市教育振興基本計画策定委員会設置要綱第３条第２項で定める別表の代わりに掲載するもの

です。 

 

 

所 属 補 職 

教育委員会 教育部長 

教育委員会 次長 

教育委員会 庶務課 課長 

教育委員会 学校教育課 次長（兼課長） 

教育委員会 学校教育課 主幹 

教育委員会 生涯学習課 課長 

教育委員会 スポーツ課 課長 

教育委員会 学校給食課 課長 

教育委員会 中央図書館 次長（兼館長） 

教育委員会 中央図書館 主幹 
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年月日 会議等 内容 

令和２年 

８月２０日 
第１回豊川市教育振興基本計画
策定事前調査事項検討委員会 

豊川市教育振興基本計画（第３期）の策定
について 

１０月３０日 
第２回豊川市教育振興基本計画
策定事前調査事項検討委員会 

アンケート調査の実施について 
アンケート調査票の設問項目について 

１２月 １日 
～１５日 

教育振興に関するアンケート調
査 

一般市民（2,000 人）と児童生徒（1,135
人）を対象にアンケート調査を実施 

令和３年 

 ４月１４日 
 
 

豊川市教育振興基本計画策定委員会設置
要綱の制定 

 ５月２６日 第１回作業部会 
策定スケジュール 
計画の方向性 

６月２３日 
教育委員会定例会 策定状況報告 

第２回作業部会 計画の骨子（案） 

 ７月 ２日 第１回策定委員会 
策定スケジュール 
計画の骨子（案） 

 ８月 ４日 第３回作業部会 計画（案）（第１章～第２章） 

 ８月１７日 教育委員会定例会 策定状況報告 

 ８月２７日 第２回策定委員会 計画（案）（第１章～第２章） 

 ９月２１日 第４回作業部会 計画（案）（第１章～第４章） 

９月２４日 教育委員会定例会 策定状況報告 

１０月 ５日 第３回策定委員会 計画（案）（第１章～第４章） 

１０月２１日 第５回作業部会 パブリックコメント用計画（案） 

１０月２２日 総合教育会議 計画策定について 

１１月 １日～ 
（12 日間） 

庁内パブリックコメント実施 意見募集 

１１月 ８日 第４回策定委員会 パブリックコメント用計画（案） 

１１月  日 教育委員会定例会 策定状況報告 

１２月  日 市議会報告（市民文教委員会） パブリックコメント用計画（案） 

１２月  日～ 
（１ヶ月間） 

パブリックコメント実施 意見募集 

令和４年 

２月  日 
第６回作業部会 

パブリックコメント意見集約 
計画（最終案） 

 ２月  日 第５回策定委員会 計画（最終案） 

 ２月  日 教育委員会定例会 計画（最終案）議決 

 ３月 計画公表 市議会、関係者などへ配布・公表 
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基本目標 施策 

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体
を
育
む 

教
育
を
実
現
し
ま
す 

家庭教育・子育ての支援 
 
 

道徳教育の充実  

人権教育・多様性理解の推進 
 

 

いじめ・不登校などへの対応 
 
 

学校における体験活動の充実 
 
 

読書活動の推進 

 
 
 

子どもの体づくりの推進 
 
 

新
し
い
時
代
に
活
躍
で
き
る 

確
か
な
学
力
を
育
成
し
ま
す 

楽しくわかる授業の実践  
英語教育の推進  
理数教育の推進  

１人１台端末配備による教育の充実  

環境教育・SDGs の理念を踏まえた教育の推進 
 
 

日本語指導が必要な児童生徒への教育の充実  

配慮が必要な児童生徒への対応の充実 
 
 

進路指導の充実  
社会の担い手となるための教育の推進  
教職員のさらなる資質の向上  

豊
か
な
人
生
を 

自
ら
が
築
く 

学
習
社
会
を 

確
立
し
ま
す 

生涯学習の振興 
 
 

生涯の健康を支える力の育成  

生涯スポーツの振興 
 
 

図書館サービスの充実 
 
 

文化遺産の継承と新たな文化の創造 
 
 

安
全
安
心
で
持
続
可
能
な
教
育
環
境 

づ
く
り
を
進
め
ま
す 

児童生徒の安全安心の確保 

 
 
 

開かれた学校づくりを目指す教育活動 
 
 

学校教育環境の整備 
 
 

地域教育力の向上支援  

スポーツ環境の整備  
生涯学習環境の整備  
読書環境の充実  

学校における働き方改革 
 

 
将来を見据えた学校施設の整備  

１ 

2 

3 

4 
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施策の展開（主な取組） 
○家庭教育活動の支援 ○親子参加の講座などの開催 ○幼児教育研究会の開催 
○乳幼児期からの保護者への支援 ○子育てへの支援・相談の実施 ○放課後児童クラブの充実 
○「特別の教科道徳」を核にした道徳教育の推進 ○家庭・地域・学校の連携による開か 

 れた道徳教育の推進 
○体験活動を通した道徳性の育成 

○豊川市小中学校人権教育研究会の充実 ○教育活動全体を通して行う人権教育・ 
 多様性理解の推進 

○人権に関する講座・研修会への教職員の参加 

○人権尊重意識の啓発 ○障害者の権利擁護に関する取組の実施  
○早期発見・早期対応に向けた取組の推進 ○臨床心理士などによる教育相談の充実 ○豊川市不登校対策委員会の取組の推進 
○適応指導教室「さくらんぼ」における支援 ○要保護児童対策地域協議会の開催  
○異年齢との交流活動の実施 ○人や社会との関わり方を考える体験活動の実施 ○文化的行事・宿泊的行事の実施 
○ふるさと教育の推進 ○子どもの文化芸術体験機会の提供  
○読書活動の実施 ○学校図書館巡回司書の配置 ○「マイブックプロジェクト」の推進 
○子ども読書活動の推進 ○「うち読」の普及・啓発の推進 ○絵本との出会い「ブックスタート」の実施 
○「絵本の読み聞かせ」の実施   
○学校体育の充実 ○地域における子どものスポーツ活動への支援 ○生活習慣病予防の推進 
○食に関する指導の充実 ○学校保健の充実  
○主体的・対話的で深い学びの推進 ○きめ細かな指導の推進  
○英語指導助手の配置 ○英語力向上へ向けた活動の推進  
○理数教科への関心を高める授業の実施 ○理数教育支援員の配置 ○子どもものづくり教室の支援 
○ＩＣＴの活用による個別最適な学び 
 と協働学習の推進 

○デジタル教科書・教材を活用した 
 授業の実施 

○情報モラル教育の推進 

○身近な地域の環境を守る環境学習 ○SDGs の理念を取り入れた学習活動の推進 ○エコ活動に関する学習の推進 
○緑のカーテン事業の実施   
○日本語指導が必要な児童生徒への 
 日本語教育の実施 

○日本語指導助手の配置 ○こぎつね教室の充実 

○特別支援教育の充実 ○特別支援教育支援員の配置 ○学級運営支援員の拡充 
○就学援助の実施 ○学習支援・相談体制の充実  
○キャリアパスポートを活用したキャリア教育の実施 ○働くことの意義を体感する職場体験学習の実施 ○地元高校生・地域企業との連携強化 
○主権者教育の推進 ○小学校プログラミング教育の実施 ○科学や技術に興味をもつ児童生徒の育成 
○教職員研修の充実 ○教職員国内研修派遣の実施  
○多様なニーズに対応した学習メニューの展開 ○学びを広げる学習情報・学習機会の充実 ○学習成果の発表・活用による人材育成 
○学習成果が生きるまちづくりの支援 ○ジオスペース館を有効活用した学習支援と情報発信  
○地域とつながる食育の推進 ○喫煙・飲酒・薬物乱用の防止 健康づくり意識の啓発 
○地域スポーツの推進 ○スポーツイベントの開催支援 スポーツ選手・団体への活動支援 
○トップレベルに触れる機会の充実 ○スポーツツーリズムの推進  
○図書館資料の充実 ○コラボ展示・コラボイベントの実施 電子図書館サービスの充実 
○図書館体験会の実施 ○「図書館まつり」や「図書館検定」などのイベントの実施  
○文化遺産の保護・活用の環境づくり ○文化遺産継承の取組の推進 ○平和学習の推進 
○文化芸術の独自性の確立   
○防災教育の推進、教職員の防災意識向上 ○交通安全教育の推進 ○通学路の安全管理への取組 
○学校安全緊急情報共有化広域ネットワークの活用 ○防犯・防災設備の充実 ○学校給食における衛生・安全管理の徹底 
○学校生活における新しい生活様式の取組による 
 感染防止意識の向上 

○登下校の見守り活動の推進  

○特色ある学校づくりの推進 ○開かれた学校づくり ○学校からの情報発信 
○学校サポーターによる学校支援 ○学校評価の公表 ○部活動の外部講師の活用 
○老朽校舎などの計画的な整備 ○学習環境の整備 ○教育用ＩＣＴ機器などの適正な運用管理 
○学校図書の充実 ○学校給食施設の⾧寿命化と適正な管理  
○地域人材の活用による交流活動や体験活動などの充実 ○子ども・若者への各種支援  

○スポーツ施設の整備 ○スポーツ施設の適正な管理運営 ○学校施設の開放推進 
○生涯学習施設の活用 ○高等教育機関との連携  
○図書館と学校などとの連携強化の推進 ○図書館施設などの整備  
○ICT 機器・校務支援システムの有効活用 ○専門スタッフ・地域人材などとの連携・分担によ 

 る業務の削減 
○休日部活動の地域移行への検討 

○文化事業の開催方法などの見直し ○教職員のメンタルヘルス維持への取組  
○複式編成回避に向けた小規模校の支援 ○35 人学級への対応  
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